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休日保育・病後児保育
をご利用ください

　保育園に通園している満１歳以上のお子さんを
対象に、家庭で保育できない場合の一時預かりを、
下の表のとおり行っています。
　利用には登録（年度１回）が必要ですので、事前
に各施設に問い合わせてください。なお、病後児
保育の登録には、母子健康手帳、印鑑、送迎予定
者の写真が必要です。
☆詳しくは、子ども子育て地域支援担当へ。

休日保育 病後児保育
利 用 仕事や冠婚葬祭な

どで、家庭での保
育ができないとき

お子さんが病気の回復期
などで、集団保育が困難
なとき
※ 病気にかかるごとに受
診し、医師の承諾を得
てください。

時 間 日曜日、祝日（年
末年始を除く）の
午前７時30分～午
後６時30分

月～金曜日（祝日、年末
年始を除く）の午前８時
～午後６時

所在地・
電話番号

上ノ原保育園分園
☎595-7058
（昭和町４丁目／
あいぽっく前）

ひなたぼっこ☎544-7511
（松原町１丁目／太陽こ
ども病院内）
くろーばー☎543-1588
（中神町1260 ／昭和郷保
育園内）

費 用 有料（金額につい
ては問い合わせを）
※ お子さんが、認
可保育所などに
通っている場合
は、費用負担は
ありません。

１日2500円（食事、おやつ 
代含む）

　下の表のとおり、健康診査を無料で実施しま
す。生活習慣病の予防のため受診しましょう。
◇実施時期
＊ 前期＝５月16日（月）～７月15日（金）
＊ 後期＝９月１日（木）～10月15日（土）
◇ 検査項目　診察、身体計測、血液検査、尿検査、心電図、
胸部レントゲンなど
☆詳しくは、健康係（あいぽっく内）☎544-5126へ。
▼対象別健康診査の手続き

対　象 健診名 受診券の交付

31～39歳の方
（ ４月１日現在30
～38歳）

健康診査

４月18日から健康係（あいぽっく
内）、市役所福祉推進係、東部出
張所で受け付け、当日交付
※ 健康係のみ電話でも申し込み
できます（受診券は後日送付）。

40～74歳の国民
健康保険加入者

特定健康
診査 ４月１日現在の加入者は５月上

旬に、４月２日以降の加入者は８
月下旬に、市から受診券を送付
※申し込みは、不要です。

75歳以上の方
（ 後期高齢者医
療制度加入者）

後期高齢
者医療健
康診査

※社会保険などの加入者は、加入先に問い合わせてください。
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生活困窮者自立支援事業
住居確保給付金を支給
　離職などの理由で、家賃を支払うことができ
ず、住居を失うおそれのある方などを対象に、
就職活動を支援するため、家賃相当分（限度 
額あり／原則３か月間）を支給し、就職による
経済的自立を目指す制度です。
　支給要件は次のとおりです。詳しくは、問い
合わせるか、市ホームページをご覧ください。
◇支給要件
＊ 65歳未満で、離職などで経済的に困窮して
いる
＊離職などの日から２年以内である
＊ 離職するまで、世帯の生計を主として維持
していた

※ このほかに、収入、資産、就職活動などの
要件があります。

☆詳しくは、生活困窮者自立支援担当へ。


